
 

 

 千葉県内にお住まいの障害や障害の疑いのあるお子さんやその家族の地域 

生活を支えるため、「かざぐるま」の施設内での個別機能訓練を主とした 

外来療育支援と、保育所・幼稚園・学校等の関係機関に対する指導や支援 

を行う施設支援指導を千葉県健康福祉部より委託されました。 

令和３年４月１日（水）より随時申し込み受付を開始いたします。 

 

●千葉県療育支援事業の対象者 

 

 千葉県内（千葉市、船橋市、柏市は除く）に在宅する障害や障害の疑いの 

 あるお子さんとそのご家族（保護者を含む）を対象とします。 

 具体的には、主に18歳未満で療育に関する問題で困っている方、または 

 18歳になるまでに発生した療育に関する問題で困っている方を、千葉県 

 健康福祉部では想定しています。 

 なお、本事業の利用にあたっては、療育手帳等の障害者手帳の有無や診断の 

有無は問いません。 

 

申込できない方 

１．「かざぐるま」における通所支援事業（福祉型児童発達支援センター・ 

放課後等デイサービス）をご利用されている場合は、申込できません。 

 

 ２．通所受給者証をお持ちで、「かざぐるま」以外の児童発達支援事業や 

放課後等デイサービスを定期的に利用されている場合は、申込できません。 

※ただし、他の事業所の利用が少なく、適切な療育支援を定期的に受けられ 

 ずに困っている方は千葉県と「かざぐるま」の協議の上、ご利用できる 

 場合があります。 

※また、通所受給者証が発行されるまでの待機期間はご利用できます。 

 

 ３．第２北総病院も含めた医療機関で月１回以上の個別の理学療法・作業療法・ 

   言語聴覚療法を受けられている場合は、申込できません。 

  ※不定期で、２～６ヶ月に１回の外来リハで療育に関する問題で困っている

場合は、申込できます。 

 

第２北総病院附属小児リハビリテーション事業所 かざぐるま 

千葉県療育支援事業（委託）申込開始のお知らせ 

発達支援が必要なお子様の保護者の皆様へ 



 

 

 

●利用料金と利用回数 

１．利用料金は無料です。千葉県から委託料金が振り込まれます。 

２．１人につき、原則１年に５回までです。５回の範囲内での支援が困難で 

ある場合は、千葉県との協議で最大１２回まで利用できる場合もあります。 

 

●支援事業の内容 

１．外来療育支援 

個別療育（理学療法・作業療法・言語聴覚療法・心理発達相談含む）を 

１時間行います。集団療育は、４人以上のグループ訓練です。 

 

２．施設支援指導 

保育所・幼稚園・認定こども園・放課後児童クラブ・児童養護施設・特別 

支援学校・小学校・中学校・高等学校等の施設等の複数の職員を対象に支援 

のアドバイスや学習会や連携会議等を行います。４時間未満と４時間以上の 

２種類があります。学校等からの謝礼は必要ありません。 

※支援対象となる施設の長の同意・承諾が必要です。 

 

● 申込方法  

１． 郵送申込または FAX送信申込：047-445-5522、「かざぐるま」施設内の 

受付職員への手渡し申込です。 

郵送先：〒273－0121 千葉県鎌ケ谷市初富 803-12 

     第２北総病院附属小児リハビリテーション事業所かざぐるま 

     封書で「千葉県療育支援事業申込書在中」と記載してください。 

※電話受付および病院受付での手渡し申込、病院リハでの申込はできません！ 

 

● その他  

令和２年の千葉県議会で承認された予算額の範囲内で療育支援事業を受託 

しましたので、予算を超える申し込みがあった場合にはお断りする場合 

があります。御容赦ください。 

※千葉市は政令指定都市、船橋市と柏市は中核市として、各市で療育支援事業 

 を運営しているため、対象外となります。 

 

           

千葉県療育支援事業責任者：星山 伸夫（かざぐるま所長） 


